
別府総合庁舎 現況位置図・配置
新築 事に先 ち、あらかじめ撤去しても良い既存建築物等は下図のとおり。 路線バス

・バス停あり
・敷地内乗入

新庁舎完成まで解体不可

代替施設があれば解体可

解体可(内部物品等要移動)

※その他、場内植栽は撤去可能

・車両2台分
・灯油検査室

代替施設必要

・水防備品

代替施設必要

・レントゲン車

代替施設必要

・道路保全用資材

代替施設必要
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